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第１章 計画の概要                            

１ 食育推進計画策定の背景と趣旨 

（１）社会的背景 

食育とは、様々な経験を通じて「食」に関する知識と、「食」を選択する力を習 

  得し、健全な食生活を実践できる力を育むことで、子どもから大人まで、すべての 

人々に大切なものです。 

しかし、近年、社会環境が変化し、ライフスタイルや価値観の多様化等による家

族との食事の機会の減少や、子どもや若い世代の朝食の欠食、食習慣の乱れなどの

食に関わる問題により、子どもの食習慣への影響が懸念されます。 

さらに、働き盛り世代の肥満等の生活習慣病、高齢者の低栄養など、食にかかわ

る問題が生じており、人生 100 年時代を見据え、乳幼児期を含む子どもとその親、

若い世代から高齢者まで、すべての市民が栄養バランスに配慮した食習慣を心がけ、

健康で心豊かな食生活を実践していくことが重要です。 

また、食品ロスの削減などの、「持続可能な食を支える食育活動の推進」や新型

コロナウイルス感染症拡大防止のための「新しい生活様式」や「デジタル化」を踏

まえた食育を推進していく必要があります。 

 

（２）国・兵庫県の動向 

国は、「食育」を総合的かつ計画的に推進するため、平成 17 年（2005 年）7 月、

「食育基本法」を施行し、これに基づき平成 18 年（2006 年）3 月に「食育推進基

本計画」を策定しました。以後、改定を重ね、令和 3年（2021年）3月に、第 4次

食育推進基本計画を策定しました。 

 兵庫県は、国の策定した食育推進基本計画の内容を踏まえながら、食育基本法

に定める都道府県食育推進計画として、食育推進計画を策定しています。 

平成 19年（2007年）3月の策定以降、改訂を重ね、令和 4年（2022年）3月に

食育推進計画（第 4次）を策定しました。 

また、国や兵庫県では、SDGs（持続可能な開発目標）の考え方を踏まえた食育

推進が進められています。SDGsの目標には、「目標２ 飢餓を終わらせ、食料安

全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する」、「目標４ すべて

の人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進す

る」、「目標 12 持続可能な生産消費形態を確保する」などの食育と関係の深い

目標があります。 

 

（３）計画策定の趣旨 

   本市では、国や兵庫県の策定した計画を踏まえ、「たからづか食育推進計画」（以 

下「第１次計画」という。）〈期間：平成 23年度（2011年度）～27年度（2015年 

度）〉及び第 2次たからづか食育推進計画（以下「第 2次計画」という。）〈期間： 

平成 28年度（2016年度）～令和 4年度（2022年度）〉を策定し、「次世代へつなご 

う！正しい食習慣のバトン！」をスローガンに、行政、学校園、保育所（園）、地域 

団体、事業者、生産者、関係機関・団体が連携・協力し、食育に関する各種施策を

展開してきました。 

   これまでの食育推進の成果や課題、食をめぐる現状や課題を踏まえ、今後も、食

育に関する施策をより一層推進することを目的とし、令和 5年度（2023年度）から

5年間を計画期間とする、第 3次たからづか食育推進計画を策定しました。 
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【兵庫県】 

２ 計画の位置付け  

本計画は、食育基本法第18条第１項に基づく市町村食育推進計画として位置付け、 

本市の食育を進めていくための基本的な方針及び、具体的に推進するための施策の方

向性を示すものです。 

また、本計画は、国及び兵庫県が定めた食育推進計画に基づき、第 6次宝塚市総合 

計画の下位計画として位置付け、市の関連計画との整合性を図るとともに、連携しな

がら食育の取組を推進します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育推進計画（第 4次） 
 

～食で育む 元気なひょうご     

“実践の「わ」を広げよう”～ 

（※3） 

【国】 

（※1）食育基本法 
 

食育を国民運動として推進するため、食育の

基本理念と方向性を明らかにし、食育に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進することを

目的として、平成 17年（2005年）6月に成

立、同年 7月 15日に施行されました。 

 

食育基本法 （※1） 

第 4次食育推進基本計画
（※2） 

【主な関連計画】 
 

 

・健康たからづか 21（第 2次後期計画） 

・第 2次宝塚市教育振興基本計画 

・宝塚市次世代育成支援行動計画 

 たからっ子「育み」プラン（後期計画） 

・宝塚市高齢者福祉計画・第 8期宝塚市 

介護保険事業計画 

・第 3次宝塚市環境基本計画 

・第 2次宝塚市農業振興計画 

・第 2次宝塚市消費者教育推進計画 

・第 2次宝塚市文化芸術振興基本計画 

（※3）食育推進計画（第 4次）～食で育む 元気なひょうご“実践の「わ」を広げよう”～ 
 

基本理念 :『心身の健康の増進と豊かな人間形成、明るく心地よい家庭と元気な地域づくり』の実現 

コンセプト: 令和の新時代 人生 100年時代を健康で心豊かに生きるための食育 

基本方針 : ①すべての県民が世代に応じた食育活動をすすめ、元気な地域をつくる 

      ②県民が生涯にわたり健全な食生活を実践することができるよう、すべての関係者で持続可 

能な食を支える環境の整備を図る 

      ➂”ひょうごらしさ“をいかし、「新しい生活様式」やデジタル化に対応した食育を進める 

（ひょうごの五つの国（地域）の特長、震災の経験と教訓） 

第
３
次
た
か
ら
づ
か
食
育
推
進
計
画 

（※2）第 4次食育推進基本計画 
 

重点事項 1  生涯を通じた心身の健康を支える食育の 

推進（国民の健康の視点） 

重点事項 2  持続可能な食を支える食育の推進 

（社会・環境・文化の視点） 

重点事項 3 「新たな日常」やデジタル化に対応した   

食育の推進（横断的な視点） 

【宝塚市】 第 6次宝塚市総合計画  



3 

 

３ 計画の期間   

計画期間は、令和 5年度（2023年度）から令和 9年度（2027年度）までの 5年間 

とします。 

なお、計画の達成状況や社会情勢の変化等によって、計画の期間内であっても、必 

要に応じて、計画の見直しを行います。 
 

 

 

４ 計画の策定方法 

（１） 宝塚市食育推進会議の開催  （参考資料 P38参照） 

知識経験者、食育推進関係団体の代表、市民公募委員、関係行政機関の職員で構 

成する宝塚市食育推進会議において、第 2次計画の評価及び本計画の策定について 

専門的かつ多様な観点から審議を行いました。 

 

（２）庁内会議の開催 

第 3次たからづか食育推進計画策定検討会設置要綱（参考資料 P43参照）によ 

り、庁内関係部署からなる、第 3次たからづか食育推進計画策定検討会を設置し 

計画内容の検討及び調整等を行いました。 

 

（３）アンケート調査の実施   

 【調査目的】 

市民の食生活に関する実態や意識を把握し、第 2次計画の目標指標の評価を行 

い、本市が取り組む課題を明らかにし、第 3次たからづか食育推進計画の基礎的 

資料とするため、第 3次たからづか食育推進計画策定のためのアンケート調査を 

実施しました。 

 

【調査内容】 

＜方 法＞ 無作為抽出（令和 3年（2021年）12月 21日現在、市内在住の方） 

調査票を郵送配布・郵送回収し実施 

 

＜期 間＞ 令和 4年（2022年）1月 7日～1月 18日 

 

＜対 象＞ ① 3～5歳児（※１）・小学 5年生・中学 3年生の保護者 
(※1） 

3歳児：平成29年（2017年）4月2日～平成30年（2018年）4月1日生まれ 

4歳児：平成28年（2016年）4月2日～平成29年（2017年）4月1日生まれ 

5歳児：平成27年（2015年）4月2日～平成28年（2016年）4月1日生まれ 

 

② 20歳以上の市民 

 

平成 

２８

年度 

平成 

２９ 

年度 

平成 

３０

年度 

平成 

３１

年度 

令和

２ 

年度 

令和 

３ 

年度 

令和 

４ 

年度 

令和 

５ 

年度 

令和 

６ 

年度 

令和 

７ 

年度 

令和 

８ 

年度 

令和 

９ 

年度 

            

第３次たからづか食育推進計画 第２次たからづか食育推進計画 
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＜人 数＞  ① 3歳児の保護者    :  259人 

                4歳児の保護者   ： 258人 

         5歳児の保護者   ： 309人 

小学 5年生の保護者：  326人 

中学 3年生の保護者：  348人    計 1,500人 

 

② 20歳以上の市民  ： 1,500人                  

 

 

【回収結果】 

 子 ど も の 保 護 者 20歳以上の 

市民 

3～5歳児 小学 

5年生 

中学 

3年生 

合  計 

3歳児 4歳児 5歳児 

配布件数 259件 258件 309件 326件 348件 1500件 1500件 

回収数 159件 126件 175件 173件 183件 821件(*1)   693件(*3) 

有効回答数 159件 126件 175件 173件 183件 817件(*2) 692件 

有効回収率 61.4％ 48.8％ 56.6％ 53.1％ 52.6％ 54.5％ 46.1％ 

 

       *1 白紙回答 4件・学年無回答 1件を含む 

              *2 学年無回答 1件を含む 

*3 白紙回答 1件を含む 

 

 

（４）パブリック・コメントの実施 

市民が計画策定に参画できる機会として、計画案を広報たからづかや市ホームペ 

ージに掲載し、広く市民から意見を募り、多様なニーズや意見等を把握し、計画に 

反映することに努めました。 
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第２章 宝塚市の「食」をめぐる現状と第 2次計画の評価と課題        

１ 市の概況   

（１）人口・世帯の状況 

ア 人口の推移 

    本市の総人口は、令和 4年（2022年）8月末現在で 23万 1,238人（住民基本 

台帳人口）となっており、平成 29年より減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 8月末時点） 

 

 

 

イ 年齢３区分別人口割合の推移 

    年少人口や生産年齢人口は減少する一方で、高齢者人口が増加しており、高齢 

化率が高い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 8月末時点） 

 

217,572 

223,994 

233,990 234,334 
231,238 

205,000

210,000

215,000

220,000

225,000

230,000

235,000

240,000

平成14年 平成19年 平成24年 平成29年 令和４年

人口の推移（人） 

（％） 

14.7 14.6 14.3 13.4 12.6

34.5 31.6 27.7 24.6 22.9

34.3 33.9 35.0
35.1 36.0

9.9 11.4 12.3 13.6 12.7

6.6 8.5 10.7 13.3 15.7

0

20

40

60

80

100

平成14年 平成19年 平成24年 平成29年 令和4年

年齢３区分別人口割合の推移

75歳以上

65～74歳

40～64歳

15～39歳

0～14歳

（％） 



6 

 

ウ 高齢化率の推移 

    高齢者人口比率は、年々増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 8月末時点） 

 

 

 

 

エ 世帯数と１世帯平均人数の推移 

    世帯数は年々増加していますが、1世帯平均人数は減少傾向にあります。 

核家族化、ひとり暮らし世帯の増加が進んでいると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 8月末時点） 

 

16.5

19.9

23.0

26.9
28.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

平成14年 平成19年 平成24年 平成29年 令和4年

高齢化率の推移（％） 

84,883 
91,800 

99,810 103,375 106,587 

2.56 

2.44 

2.34 
2.58 

2.17 
2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成14年 平成19年 平成14年 平成29年 令和4年

世帯数と１世帯平均人数の推移

世帯数（世帯） １世帯平均人数（人）

（世帯） （人） 
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（２）健康の状況 

  ア 子どもの肥満傾向（※）状況  

    男女ともに、高学年になるにつれ増加する傾向にあります。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 3年度（2021年度） 

4月～6月に実施された定期健康診断による校種別疾病・体位統計より  

 （※）肥満度+20％以上の者、肥満度+20％未満で校医が肥満傾向と判定した者 

 

 

  イ 子どもの栄養不良（※）状況 

どの年齢・学年も、ほとんど栄養不良は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：令和 3年度（2021年度） 

4月～6月に実施された定期健康診断による校種別疾病・体位統計より  

（※）校医が栄養不良と判定した者 

2.2
3.0 3.2

4.2

6.7

8.7 8.6 8.5

1.1 0.8
3.4 3.1

3.8
4.6 5.0

6.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

4歳児 5歳児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

性別・学年別 肥満傾向 男子 女子
（％） 

 

0 0 0
0.1

0 0

0.2

0.4

0 0

0.2

0
0.1

0.3

0.2

0.4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

4歳児 5歳児 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

性別・学年別 栄養不良状況 男子 女子
（％） 
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  ウ 20歳以上の市民におけるＢＭＩによる肥満状況  

（ア） 男性 

20歳代では他の年齢に比較して低体重（やせ）の割合が高い傾向にありま

す。また、年齢が増すと肥満の傾向が高くなり、50歳代は特に高い傾向が

見られます。70歳以上になると、低体重（やせ）の割合が増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      資料：令和 4年（2022年）1月に実施したアンケート調査の結果より 

 

（イ） 女性 

20歳代では、低体重（やせ）傾向が高く、肥満の割合は低い傾向にありま

す。年齢が増すにつれて、肥満の割合が高くなる傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        資料：令和 4年（2022年）1月に実施したアンケート調査の結果より 

47.4

11.1

19.0

5.0

10.7

11.1

42.1

80.0

74.6

70.0
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2.6

2.6
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50歳代

60歳代

70歳以上

年代別ＢＭＩ（女性）

低体重（18.5未満） 標準体重（18.5以上～25.0未満）

肥満（25.0以上） 無回答
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0
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0
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30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

年代別ＢＭＩ（男性）

低体重（18.5未満） 標準体重（18.5以上～25.0未満）

肥満（25.0以上） 無回答

（％） 

 

（％） 
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 エ 健康寿命   

兵庫県が算定した、宝塚市の平均寿命（*1）は、男性 83.11歳、女性 88.72歳で 

あり、男女ともに県より長くなっています。 

また、宝塚市の健康寿命（*2）は、男性 81.53歳、女性 85.24歳であり、県下に 

おいては、男性は 5番目、女性は 10番目の長さとなっています。 

一方、平均寿命から健康寿命を引いた、日常生活動作が自立していない期間は、 

男性は 1.58年、女性は 3.48年であり、ともに兵庫県より長くなっています。 

（参考）国が公表した令和 2年簡易生命表によると、全国の平均寿命は、男性が 

81.64歳、女性が 87.74歳、宝塚市は男女とも全国より長くなっていま 

す。 

（ア）男性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＊１ ０歳の平均余命 

＊２ 健康上の問題で日常生活動作が制限されることなく自立している期間 
＊３ 支援や介護が必要な期間（平均寿命と健康寿命の差） 

 

 

資料：兵庫県における健康寿命の算定結果「令和 2年健康寿命」（令和 4年 10月末公表） 

   構成比は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、（ア）男性 兵庫県の健康寿命と支 

援や介護が必要な期間の合計は 100になっていません。 

兵庫県  平均寿命     ８１．８５歳 

兵庫県  

宝塚市  

宝塚市  

誕生 

 

死亡 

 

平均寿命（＊1）  ８3．11歳  

健康寿命（＊2）  ８１．５３歳  

健康寿命      ８０．４１歳 

平均寿命       ８８．０９歳 

誕生 

 

死亡 

 

平均寿命（＊1）    ８８．７２歳  

健康寿命（＊2）     ８５．２４歳  

健康寿命        ８4．９３歳 

1.58歳 

（＊3） 

1.43

歳 

3.48歳 （＊3） 

3.16歳 
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（３）農業の状況   

  ア 農家数の状況 

    農家数は年々減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    資料：農林水産省統計部「農林業センサス」 

 

 

 

 

 

  イ 年齢別世帯員数（販売農家）の状況 

年齢別世帯員数の状況をみると、70歳以上の年齢層が、他の年齢層に比べて 

最も多い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 69次兵庫農林水産統計年報 （平成 27年 2月 1日現在） 
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0
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農家数
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70 

148 
130 141 

221 

276 

359 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

年齢別世帯員数（販売農家）

（戸） 

（人） 
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ウ 経営耕地面積（総面積）の状況 

    経営耕地面積の総面積の状況は、全体的に減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                  資料：農林水産省統計部「農林業センサス」 

 

 

 

 

 

 

エ 農業振興施設（農産物直売所「西谷夢市場」）年度別来場者数 

天候不良等の影響もあり、来場者数は、年々減少傾向にありましたが、令和 2年度 

は新型コロナウイルス感染症拡大防止による「巣ごもり需要」によって、令和元年 

度までの３年間と比べると来場者が増加したと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,974 

35,294 

33,350 

36,725 

28,128 

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

経営耕地（販売農家より）面積（総面積）

50,302

47,202 46,501

57,117

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

農業振興施設（西谷夢市場）来場者数

（ａ） 

（人） 
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２ 第２次計画の評価と課題 

（１）第２次計画の概要 

ア 基本理念 

北部地域等の豊かな自然を活かし、大人も子どもも様々な経験を通じて「食に 

関する知識」と「食を選択する力」を習得することにより、市民とともに「食 

と自然の恵み」を大切にする、元気な宝塚を目指す。 

 

 

イ 計画の指針     

① 子どもの頃から増やしていこう「食」とのふれあい 

～毎日の「食」が豊かな心と身体を育てます～ 

② 伝えていこう！食生活の知恵や経験 

   ～まずは大人が肝心！子どもたちの見本です！～ 

③ 「食」で守ろう・・・自然の恵み 

 

 

ウ ６つの施策  

１ 家庭における食育の推進                     

２ 保育所（園）・学校園における食育の推進  

３ 地域における食育の推進と食文化の継承  

４ 事業者における食育の推進   

５ 安全・安心な食の推進     

６ 環境を意識した食生活の推進 
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（２）指標の達成状況（第 2次計画） 

第 2次計画で設定した 15項目 15指標の目標値について、第 2次計画での取組 

や令和 4年（2022年）1月に実施した、第 3次たからづか食育推進計画策定のため 

のアンケート調査の結果をもとに達成度を評価しました。 

 

目標値の達成状況は、下記の評価区分で評価 

 【評価区分】 

 

 

 

◎ 現状値が目標を達成している指標 

〇 現状値が目標に向かって改善している指標 

△ 現状が変化していない指標（±1ポイント未満） 

× 現状が改善しなかった指標 

 

項    目  指    標 対 象 

策定時 

H27 

年度 

現状 

R3 

年度 

目標値 

R4年度 
評価 

❶ 食育に関心を持とう 食育に関心を持つ人の割合 20歳以上 62.3％ 58.5％ 69％ × 

➋ 朝食を食べよう 朝食を欠食する人の割合 

3～5歳児 3.5％ 6.5％ 3％ × 

小学 5年生 3.4％ 10.4％ 3％ × 

中学 3年生 7.8％ 19.2％ 7％ × 

20～39歳 28.5％ 31.0％ 26％ × 

➌ 
１日３食規則正しく 

食べよう 

1日 3食規則正しく食べてい

る人の割合 
20～39歳 63.8％ 46.4％ 70％ × 

❹ 
家庭で「食」を話題 

にしよう 

家庭で「食」（食べ物）につ

いて会話をする人の割合  

3～5歳児 56.3％ 62.6％ 62％ ◎ 

小学 5年生 65.6％ 67.1％ 72％ ○ 

中学 3年生 56.5％ 61.2％ 62％ ○ 

❺ 
食事のお手伝いを 

しよう 

食事の準備や後片付けなど

の、食事のお手伝いをする人

の割合 

3～5歳児 31.3％ 27.0％ 34％ × 

小学 5年生 38.9％ 33.5％ 43％ × 

中学 3年生 28.7％ 26.2％ 32％ × 

❻ 
家族そろって朝食を 

食べよう 

朝食を家族そろって食べる

人の割合 

3～5歳児 22.6％ 23.8％ 25％ ○ 

小学 5年生 21.8％ 18.8％ 24％ × 

中学 3年生 14.4％ 14.0％  16％ △ 

❼ 
家族そろって夕食を 

食べよう 

夕食を家族そろって食べる

人の割合 

3～5歳児 23.6％ 27.6％ 26％ ◎ 

小学 5年生 25.7％ 25.4％ 28％ △ 

中学 3年生 25.4％ 14.8％ 28％ × 

❽ 
家族や友人と楽しく 

食事をしよう 

家族や友人と食卓を囲む機

会のある人の割合 
65歳以上 68.6％ 57.2％ 76％ × 

❾ 
食事のあいさつを 

しよう 

食事のあいさつ（いただき 

ます・ごちそうさま）がで 

きる人の割合 

3～5歳児 82.6％ 76.3％ 91％ × 

小学 5年生 78.5％ 69.4％ 86％ × 

中学 3年生 71.3％ 64.5％ 78％ × 
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               達成状況（まとめ） 

  

 

 

 

 

 

（注釈 1）令和３年度の数値は、「一緒に行事にちなんだ伝統料理（行事食）を食べる人の割合」を調査 

（出典） 策定時の値：平成 27年（2015年）5月 7日～5月 18日 食育に関するアンケート調査より 

 （「西谷夢市場」の来場者数を除く） 

現状値  ：令和 4年（2022年） 1月 7日～1月 18日  

第 3次たからづか食育推進計画策定のためのアンケート調査より  

（「西谷夢市場」の来場者数を除く） 

 

 項    目 目  標  指  標 対 象 

策定時 

H27 

年度 

現状 

R3 

年度 

目標値 

R4年度 
評価 

❿ 
行事食を家族で作っ

たり食べたりしよう 

一緒に行事にちなんだ伝統 

料理（行事食）を作ったり食 

べたりする人の割合 
（注釈 1） 

3～5歳児 42.9％ 43.3％ 
  

 47％ △ 

小学 5年生 38.9％ 52.6％ 43％ ◎ 

中学 3年生 40.2％ 48.6％ 44％ ◎ 

⓫ 
食事のマナーを身に 

つけよう 

食に関するマナーを知って 

いる人の割合 

3～5歳児 36.7％ 47.0％ 40％ ◎ 

小学 5年生 51.7％ 64.7％ 57％ ◎ 

中学 3年生 53.7％ 66.7％ 59％ ◎ 

20歳以上 40.0％ 57.2％ 60％ ○ 

⓬ 

農業振興施設「西谷

夢市場」へ行ってみ

よう 

農業振興施設（農産物直売

所）「西谷夢市場」の来場者

数（年間） 

市 民 等 

60,438 

人
（H26

年度実

績） 

50,242 

  人 

65,000

人 
× 

⓭ 
地産地消を意識しよ

う 

旬のものや、国産品、地元（兵

庫県内）で生産された食材を

優先して購入する人の割合 

20歳以上 80.4％ 75.4％ 88％ × 

⓮ 
食の安全に関心を 

もとう 

食の安全に関心のある 

人の割合 
20歳以上 85.1％ 75.6％ 94％ × 

⓯ 
食品表示を意識しよ

う 

食品を購入する際、食品表示

をほとんど見ていない人の

割合 

20歳以上 8.8％ 11.7％ 8％ × 

評価区分 指標数 割合 

◎ ７ 21％ 

〇 ４ 12％ 

△ ３ 9％ 

× 19 58％ 

合計 33 100％ 
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（３）各施策の評価と課題  

 

施策１ 家庭における食育の推進        

施策２ 保育所（園）・学校園における食育の推進          （指標 ❶～⓯）    

 

家庭や保育所（園）・学校園で家族や友人等と食事でコミュニケーションをと 

ることは、食育の原点であり、食に関するマナーや感謝の気持ちを持つ等、望 

ましい食習慣を身に付けるための大切な時間や場です。 

これまで、食育フェアをはじめ食育講座や個別相談の開催、保育所（園）・学 

校園での給食やお弁当の時間、菜園活動、農業体験等を通じて、食育への理解 

と関心を深めてもらう取組を行ってきました。 

しかし、食事のあいさつ（指標❾）や食事のお手伝いをする人の割合（指標❺） 

が策定時（H27年度）より減少しています。 

また、20歳以上では、朝食を食べる習慣（指標❷）や 3食規則正しく食べる 

人の割合（指標❸）が、策定時（H27年度）より減少しており、健全な食生活 

の実践や行動の定着には至っていません。 

今後も、家庭や保育所（園）・学校園、地域等が連携し、様々な方法で啓発に 

取り組む必要があります。 

特に若い世代（20～39 歳）を中心に、朝食を習慣化するための啓発が必要で  

す。 

 

 

施策３ 地域における食育の推進と食文化の継承         （指標 ❶・❽～⓭） 

 

四季折々の食材の豊かさを実感し、食材の持つ旨みを生かす調理の仕方や盛り 

付け、おもてなしの心など、日本の伝統的な食文化を理解し継承することは、 

大切なことです。 

これまで、行事食をテーマにした料理教室やパネル展示による食文化の継承へ 

の取組を行ってきており、家庭で行事食を食べている割合は、策定時（H27 

年度）と比べ増加しています。（指標❿） 

今後は、行事食の由来や作り方を学ぶ機会の提供や次世代へ伝えていく大切さ

を理解してもらう取組が必要です。 

 

 

施策４ 事業者における食育の推進              （指標 ❶・❿・⓬～⓯） 

 

日本の食料自給率は年々低下しており、この 10年はカロリーベースで 40％を

下回る水準となっています。 

    学校給食では宝塚産農産物を提供したり、小中学校では生産者をゲストティー 
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チャーに迎え、子どもたちに農業の授業や農業体験を実施したりするなど、地 

産地消に関する取組を行ってきました。 

「西谷夢市場」の来場者数は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による 

「巣ごもり需要」によって増加したと考えるものの、策定時（H26 年度実績） 

に比べ、減少しています。（指標⓬） 

 

市街地で宝塚産農産物のＰＲを行う西谷朝市（「たからの市」内）や「宝塚朝 

市」などを開催してきました。 

今後も、農業への理解や関心を高め、実践につながるよう、農に触れ、農を知 

る体験を増やす取組が必要です。 

 

施策５ 安全・安心な食の推進                （指標  ❶・⓬～⓯） 

 

様々な食材が多様な形で加工・提供されるようになり、単に食品の選び方や保 

管の方法等について知識を持つだけでなく、実際に食品を手に取り表示を確認 

し正しく食品を選ぶことが大切です。 

これまで、出前講座の開催、啓発チラシの配布等で情報提供・啓発を行ってき 

ましたが、食の安全に関心を持つ割合（指標⓮）や食品を購入する際に商品表 

示を見る割合（指標⓯）は、いずれも策定時（H27年度）より減少しています。 

今後も、出前講座等を開催し、正しい情報を提供し啓発する必要があります。 

 

施策６ 環境を意識した食生活の推進             （指標 ❶・⓬～⓯） 

 

地産地消は、運搬に係るエネルギーを削減し、ＣＯ２の発生を抑え、地球温暖 

化防止に寄与する環境に優しい取組です。 

これまで、小学生向けの環境学習、たからづか ECO講座等の開催による自然環 

境を保全する取組や、廃棄物の少ないエコクッキングの体験、地球環境に優し 

い「地産地消」「旬産旬食」についての情報提供・啓発を行ってきましたが、 

地元で生産された食材を優先して購入する市民の割合（指標⓭）は、策定時（H27 

年度）より減少しています。 

 

 

施策 1から施策 6までの推進は、持続可能な社会の実現に向けた礎になる取組です。 

農に触れ農を知る機会の提供や地産地消への意識、食品ロスの削減等の行動すべてが、

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成につながることから、今後も普及啓発に努め

る必要があります。 
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第３章 第３次計画の基本的な考え方                     

１ 基本体系 

国や兵庫県の方針や状況、これまでの本市の取組や成果、課題を踏まえ、多様な関 

係者が連携しつつ、計画の基本理念、３つの指針に基づき、６つの施策を基本体系に

取組を推進します。 

 

基   本   理   念 

大人も子どもも、様々な経験を通じて「食に関する知識」と「食を選択する力」を身に

つけ正しい食習慣を実践することで、心身の健康と豊かな人間形成を育む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 点 目 標  
 

 

基本的かつ重要な 5つの重点目標を設定し、取組を進めていきます 
 

〇栄養バランスに配慮した食生活を実践しよう 

〇食事のあいさつをしよう 

〇地産地消を意識しよう 

〇食品ロスを意識しよう 

〇行事食にちなんだ伝統料理（行事食）を次世代へ伝えよう 

 

 

 

 

 

３ つ の 指 針 

指針① 子どもの頃から増やそう「食」とのふれあい 

指針➁ 伝えていこう！食生活の知恵や経験 

指針➂ 「食」の未来を守ろう 

 ６ つ の 施 策  

１ 家庭における食育の推進 

２ 保育所（園）・学校園における食育の推進 

３ 地域における食育の推進と食文化の継承 

４ 事業者における食育の推進 

５ 安全・安心な食の推進 

６ 環境を意識した食生活の推進 
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２ ３つの指針  

  現在の「食」の現状と課題を踏まえ、基本理念に基づき食育を推進していくために 

掲げる指針を以下のとおりとします。 

 

① 子どもの頃から増やそう「食」とのふれあい 
 

～ 毎日の「食」が豊かな心と身体を育てます ～ 
 

「旬はいつだろう？」「環境に優しい工夫はされているかな？」等、子どもの頃 

から「食」に関心を持つことが大切です。 

さらには知識を深めるだけではなく、実際に作物を育てる、料理に挑戦する等、

自分たちが口にする食べものが食卓に並ぶまでの過程について様々な体験をす

ることで、自らの「食」について考える力（技）を身につけましょう。 

 

 

② 伝えていこう！食生活の知恵や経験 
 

～ まずは大人が肝心！ 子どもたちの見本です！ ～ 
 

子どもたちへ伝えていくためには、まず大人が「子どもに正しい食習慣を身につ 

けさせる責任がある」という自覚を持ち、自分自身が実践できるよう努力しまし 

ょう。 

そして、食生活の知恵や経験を子どもたちに伝えていきましょう。 

 

 

③「食」の未来を守ろう 
  

  ～ 命の恩恵を受けることへの感謝の気持ちを大切に～ 
 

人が生きていくために欠かせない「食」は、豊かな自然がもたらす多くの命の 

   恩恵を受けています。 

   人が生きていくために必要な「食」、食を支える「環境」をみんなで大切にして

いきましょう。 

 
 

 

スローガン   

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

次世代へ 

バトンタッチ！ 

成長し次世代へ 

バトンタッチ！ 
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３ ６つの施策  

  基本理念、スローガン、３つの指針を達成するため、６つの施策を設定し具体的に 

展開します。 

１ 家庭における食育の推進 

各ライフステージにあった取組を実施します。 

（１）妊娠期     ：妊娠中の人とその家族  

（２）乳幼児期    ：おおむね 0歳～5歳 

（３）学齢期     ：おおむね 6歳～12歳 

（４）思春期     ：おおむね 13歳～19歳 

（５）青年期・壮年期 ：20歳～39歳・40歳～64歳 

（６）高齢期     ：65歳以上 

 

２ 保育所（園）・学校園における食育の推進 

（１）年齢、発達段階に応じた食育を実践します 

（２）子どもたちが食に対する意識を高められる食育を推進します 

（３）「生きた教材」として活用するため、保育所（園）・学校園での給食の充実を図 

ります 

（４）保護者や家庭に対して食育を啓発を行います 

      

３ 地域における食育の推進と食文化の継承 

（１）地域と共に食育を推進します 

（２）食文化を継承します 

 

４ 事業者における食育の推進 

（１）生産者と消費者の交流を推進します 

（２）地産地消を推進します 

（３）食品関連事業者による食育推進活動を行います 

 

５ 安全・安心な食の推進 

（１）情報提供・啓発の充実を図ります 

（２）消費者の信頼性の確保に努めます 

 

６ 環境を意識した食生活の推進 

（１）自然の恵みを意識した食べ物を大切にする食生活を推進します 

（２）省エネルギーを意識した食生活を推進します 
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４ 成果を示す指標、重点目標  

食に関わる多様な機関や関係者が、基本理念の実現に向け連携協力しながら取り組 

めるよう、14の目標と 30の指標を設定し施策の成果や達成度を客観的に把握します。   

また、基本的かつ重要な 5つの重点目標を設定し、取組を進めていきます。 

 

№ 

重

点 

目

標 

目   標  指    標 対 象 
現状値 

R3年度 

目標値 

R9年度 

主に 

該当

する

施策 

１  食育に関心を持とう 食育に関心を持つ人の割合  20歳以上 61.5％ 67.7％ 
1.2.3 

4.5.6 

２  家族で食事をしよう 
家族で食事を食べる回数を増や

せるように心がける人の割合 

3～5歳児 64.1％ 70.5％ 

1.2 小学 5年生 59.0％ 64.9％ 

中学 3年生 52.5％ 57.8％ 

３  
家庭で「食」を話題

にしよう 

家庭で「食」（食べ物）につい

て会話をする人の割合  

3～5歳児 62.6％ 68.9％ 

1.2 小学 5年生 67.1％ 73.8％ 

中学 3年生 61.2％ 67.3％ 

４  
食事のお手伝いをし 

よう 

食事の準備や後片付けなどの、

食事のお手伝いをする人の割合 

3～5歳児 27.0％ 29.7％ 

1.2 小学 5年生 33.5％ 36.9％ 

中学 3年生 26.2％ 28.8％ 

５  
食事のマナーを実践

しよう 

食事のマナーを実践している人

の割合 

3～5歳児 34.6％ 38.1％ 

1.2.3 
小学 5年生 34.7％ 38.2％ 

中学 3年生 33.1％ 36.4％ 

20歳以上 26.8％ 29.5％ 

６ 〇 

栄養バランスに配慮

した食生活を実践し

よう 

１日に 2回以上、主食・主菜・

副菜を組み合わせた食事を食べ

る人の割合 

20歳以上 36.3％ 39.9％ 
1.2 

20歳代 15.2％ 16.7％ 

７  朝食を食べよう 朝食を欠食する人の割合 

3～5歳児 6.5％ 5.9％ 

1.2 
小学 5年生 10.4％ 9.4％ 

中学 3年生 19.2％ 17.3％ 

20歳代 51.6％ 46.4％ 

８ 〇 
食事のあいさつをし

よう  

食事のあいさつ（いただきま 

す・ごちそうさま）ができる 

人の割合 

3～5歳児 76.3％ 83.9％ 

1.2.3 小学 5年生 69.4％ 76.3％ 

中学 3年生 64.5％ 71.0％ 

９ 〇 
地産地消を意識しよ

う 

旬のものや、国産品、地元（兵

庫県内）で生産された食材を優

先して購入する人の割合 

20歳以上 75.4％ 82.9％ 
1.2.3 

4.5.6 

10  
食の安全に関心をも

とう 
食の安全に関心のある人の割合 20歳以上 75.6％ 83.2％ 

1.2 

4.5.6 

11  
食品表示を意識しよ

う 

食品を購入する際、食品表示を

ほとんど見ていない人の割合 
20歳以上 11.7％ 10.5％ 

1.2 

4.5.6 
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№ 

重

点

項

目 

項 目  指    標 対 象 
現状値 

R3年度 

目標値 

R9年度 

主に 

該当

する

施策 

12 〇 
食品ロスを意識しよ

う 

食品ロスが問題となっているこ

とを知っている人の割合 
20歳以上 53.3％ 58.6％ 

1.2 

4.5.6 

13  
農に触れ農を知る体

験を増やそう 

農業者等による「食」に関する

講習会等の参加者数 
市民等 

 

840名 

 

850名 
1.2.3 

4.5.6 

14 〇 

行事食にちなんだ伝

統料理（行事食）を

次世代へ伝えよう 

家庭や地域で受け継がれてきた

伝統料理を次世代（子どもや孫

を含む）や地域に対して伝えて

いる人の割合 

20～30歳代 40.5％ 44.6％ 
1.2.3 

4 
40～65歳代 47.1％ 51.8％ 

 

（出典）ア 令和 3年度市民意識に関するアンケート調査（№1） 

イ 第 3次たからづか食育推進計画策定のためのアンケート調査 （№2～12.14） 

 （3～5歳児・小学 5年生・中学 3年生：その保護者に調査を実施） 

ウ 農業振興計画「農」に関する講習会等参加数より抜粋  （№13） 
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第４章 6つの施策の展開                 

１ 家庭における食育の推進   

 

≪５年後の姿≫ 
 

食卓に主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が並び、健康的な食習慣を実践し

ています。 

 

 

■ 現状と課題 

全てのライフステージにおいて、朝食を食べることや栄養バランスに配慮した食生

活の確立など、食生活の基本となる場所は家庭です。しかし、核家族化や高齢者世帯、

ひとり親世帯の増加等、家族形態が多様化し、家族が食卓を囲み、食に関する知識を

学んだり、望ましい食事を体験する機会が減っています。加えて、若い世代の欠食、

孤食（一人での食事）や個食（食卓を囲んでいてもメニューが異なる食事）の進行、

経済的困窮による食の支援の必要性など、食をめぐる様々な課題が指摘され、家庭に

おける食育の実践は難しくなっています。 

家庭での食育を支援するためには、保育所（園）・学校園、地域、食に関わる様々な

関係者や関係団体等が共に食育を推進する必要があります。 

  また、近年増加する災害や感染症に備え、家庭において食品や飲料水の備蓄をする

などの普及啓発を推進する必要があります。 

 

 

■ 取組の方向性と主な取組 

（１）妊娠期 （妊娠中の人とその家族） 

・安心・安全に出産するために、妊娠中の食を見直し、望ましい食習慣を実践で 

きるよう、健診・相談等において必要な知識や情報を提供する 

 

 

 

 

 

（２）乳幼児期 （おおむね 0歳～5歳） 

・食べる楽しさ、食べ物のおいしさ、食の大切さ等について家庭での関わりの中 

 で育めるよう、講座等を開催する 

・成長や発達段階に応じた食事指導を行う 

・よく噛んで食べることや歯磨き習慣などの虫歯予防に取り組む 

・幼稚園、保育所（園）、地域等と連携を取りながら様々な食の取組を支援する 

主な取組 

妊産婦・乳幼児の電話相談 

妊婦歯科健診 

産前・産後サポート事業における食事の相談 

ちょっとスペシャルな妊婦さん講座における食事の相談 
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（３）学齢期 （おおむね 6歳～12歳） 

・野菜等の栽培・収穫体験や料理教室等の食育体験を増やし、食べ物を大切に  

する感謝の心の育成や朝食を食べることの大切さ、食事のマナー等を啓発す 

 る 

・学校や地域等と連携を取りながら、様々な食の取組を支援する 

 

 

 

 

（４）思春期 （おおむね 13歳～19歳） 

・学校や地域等と連携を取りながら、料理教室、体験を伴った食育講座を通して、 

思春期の子どもが、望ましい食習慣を理解し、自己管理力ができるよう取り組 

む 

 

 

 

 

（５）青年期・壮年期 （20歳～39歳・40歳～64歳） 

・健康と食生活のかかわりを理解し望ましい食習慣を確立できるよう、個別相談 

等を開催や食に関する情報発信等を行う 

・健康への関心が低い市民や、若い世代の特性やライフスタイル・ニーズに合わ 

 せた、効果的な働きかけを研究し実践する 

・次世代への食育を行う子育て世代に対して、家庭での食育推進を支援する 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

1歳 6か月児健診時の食事相談 

1歳 6か月児と 3歳児の歯科健康診査 

離乳食学級 

オンライン妊産婦相談・育児離乳食相談 

妊産婦・乳幼児の電話相談 

新米ママのふれあいタイム、もぐもぐごっくんタイムにおける離乳

食等の相談 

きらきらひろばにおける離乳食等の相談 

市ホームページ、インスタグラムでの食に関する情報発信 

主な取組 

各地域児童館における野菜等の栽培、収穫、調理を通した体験活動 

たからづかＫＩＤＳキッズホームページでの食に関する情報発信  

主な取組 

各地域児童館の中高生タイムや大型児童センターでのクッキング 

たからづかＫＩＤＳキッズホームページでの食に関する情報発信 

主な取組 

成人健康相談における栄養面・生活面で不安のある方への個別相談 

食育パネル展示 

市ホームページでの保育所（園）・学校給食のレシピの情報発信 

市ホームページでの宝塚健康レシピの情報発信 

市ホームページ、インスタグラムでの食に関する情報発信 
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（６）高齢期 （65歳以上） 

・一人ひとりが食生活の自活能力を高め、自分らしく健康でいきいき過ごすこと 

 ができるよう、個別相談等の開催や食に関する情報発信等を行う 

 

 

 

 

 

 

■ 具体的取組の中で推進する食育（市民の取組） （◎：成果を示す指標） 

（１）正しい健康の情報 

◎栄養バランスに配慮した食生活を実践しましょう 

 （１日に 2回以上、主食・主菜・副菜を組み合わせて食べる） 

〇自分の適正体重や食べ物と身体との関係について学びましょう 

〇妊娠期は、特に望ましい体重増加について理解しましょう 

〇よく噛んで食べましょう 

〇歯磨きの習慣を身につけましょう 

〇いつまでもおいしく食べられるように、歯と口の健康を保ちましょう 

（２）食生活 

◎朝食を食べましょう 

◎食事の準備や後片付けなどの食事のお手伝いをしましょう 

◎食事のあいさつ（いただきます・ごちそうさま）を通じて、感謝の気持ちを持ち 

 ましょう 

  ◎家族や友人と食事をする機会を持ちましょう 

  ◎地域の産物や旬の食材を食生活に取り入れましょう 

  〇早寝・早起き・朝ごはんの、規則的な生活リズムを身につけましょう 

〇災害や感染症に備え、ローリングストック法を活用して家族構成や 1人ひとりの 

健康状態に配慮した食品や飲料水の備蓄を行いましょう。 

（３）食の知識と伝承 

◎食事のあいさつや箸の使い方などのマナーを実践し、子ども（次世代）に伝え 

ましょう 

◎人生経験の中で得た食文化（伝統料理等）を、子ども（次世代）に伝えていきま 

しょう 

〇正しい食生活と食文化についての知識を学びましょう 

〇自分の体に必要な食べ物を選ぶ力を高めましょう 

 

 

 

主な取組 

成人健康相談における栄養面・生活面で不安のある方への個別相談 

食育パネル展示 

介護予防講座（栄養や口腔機能について） 

市ホームページ、インスタグラムでの食に関する情報発信 
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２ 保育所（園）・学校園における食育の推進 

 

≪５年後の姿≫ 
 

子どもが様々な経験を通していろいろな食べ物に親しみ、食べ物に興味

や関心を持ちながら、意欲的に日常生活を送っています。 

 

 

■ 現状と課題 

共働き世帯やひとり親世帯の増加、一人での食事（孤食）、経済的な理由等により

食事が十分にとれていない等、個人の努力だけでは健全な食生活につなげていくこと

が困難な場合があります。 

一方、子どもが一日の大半を過ごす保育所（園）や学校園は、子どもが食べること

の大切さや楽しさを知り、望ましい食習慣を身につけるなど、食育の場としての役割

を担っています。また、子どもへの食育を通じて保護者が共に学ぶことにより、家庭

の食生活への良い影響が期待できます。 

そのため、保育所（園）・学校園において、子どもの食への関心を育み、発達段階に

応じて豊かな食を体験し、豊かな人間形成を育むことが大切です。また、家庭や地域

等と連携しながら、食に関する取組の充実を図り、積極的に食育を推進する必要があ

ります。 

 

■ 取組の方向性と主な取組 

（１）年齢、発達段階に応じた食育を実践します 

【保育所（園）】 

・各施設の実情に応じた食育年間計画を作成し食育活動を推進する 

・研修により職員が食に関する知識を深め、連携・協力して食育活動を実践する 

【学校園】 

・子どもの発達段階や食の実態を踏まえた各学年の具体的な目標を設定する 

・学校園が推進する食育指導の全体計画を作成する 

・学年、年齢ごとに食育年間指導計画を作成する 

 

 

 

 

 

（２）子どもたちが食に対する意識を高められる食育を推進します 

【保育所（園）】 

・食事や菜園活動などの体験を通して、食事を楽しみ、食べ物と体の関係に関心 

をもち、命を大切にする心を育む取組を進める 

主な取組 

保育指針等に基づく「食育計画」の作成 

学校教育全般の食の指導に係る全体計画の作成 

学年、年齢ごとの食に関する年間指導計画の作成 
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【学校園】 

・学校園教育活動全体を通し、子どもが食に関する関心を高め、命の大切さや食 

への感謝の気持ちを育む取組を進める 

・学校教育活動全体を通じた食に関する指導、農業体験学習等の体験活動を推進  

する 

・全教職員が連携・協力して食に関する指導を推し進める組織的な体制を整備し、 

学校園内における食育の推進体制を整える 

・隣接する学校園で食に関する指導内容や方法などについて情報を交換するな 

ど、連携・協力体制を確立する 

 

 

 

 

 

（３）「生きた教材」として活用するため、保育所（園）・学校園での給食の充実を図り 

ます 

【保育所（園）】 

・菜園活動を通して、自然の恵みや食べ物の大切さを感じ、食に対する興味・関 

心を育てる 

・栽培、収穫した食材を食べるなどの体験を重ね、食を営む力の基礎を培う 

   ・米飯食を中心に、安全・安心、旬の食材を使用した栄養バランスのよい給食を  

   提供する 

・郷土食や行事食を通して食文化を継承できるように取り組む中で、食生活に必  

要な基本的習慣・態度を身につける 

【学校園※】 

・給食の時間における食に関する指導の目標を設定し、学年ごとの目標や指導の 

重点を定める 

・好ましい人間関係や社会性の育成、基本的な衛生についての理解、食への興味

や関心を広げることをねらいに、全学年を通して段階的、系統的な給食指導を

推進する 

・自校で炊いた炊き立ての米飯を提供するとともに、安全・安心な食材を使用し

た栄養バランスのよい給食を提供する 

   ・学校給食の食材に地場産物を活用したり、郷土食や行事食を提供したりする 

ことを通じ、日本の食文化や伝統、地域の産業に対する理解と関心を高める。 

※学校園：ここでは、小学校、中学校、特別支援学校、認定こども園を指します。 

 

 

主な取組 

入所(園)児童を対象とした、季節の野菜等の栽培・成長観察・収穫等を行う菜

園活動 

食育推進委員会を学校内に設置 
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（４）保護者や家庭に対して食育を啓発します 

【保育所（園）】 

・保護者・地域と共に、食育を推進する  

・子どもが日々の生活で、望ましい食習慣を形成できるよう、献立表や給食だよ 

りを配布し、保護者に食育についての理解を促す 

・給食展示やレシピの紹介、給食試食会を通して、保護者の食に対する意識を高 

 める 

・地域の子育て家庭に対して、食育講座や子育て講座、給食試食会、レシピの配 

布等を通して情報提供を行い、食への関心を高める 

【学校園】 

・様々な機会を利用して、保護者や地域との連携を図り、共に食育に取り組む 

・給食展示や給食試食会を通して、保護者の食に対する意識を高める 

・学校給食のレシピを市ホームページや広報誌を通じて情報提供を行い、食への

関心を高める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 具体的取組の中で推進する食育（市民の取組） （◎：成果を示す指標） 

◎食事のあいさつ（いただきます・ごちそうさま）を通じて、感謝の気持ちを持ちま 

しょう 

 ◎友達や家族と食事をしましょう 

 ◎保育所（園）や学校園での体験学習を通じ、食の話をしましょう 

 〇早寝・早起き・朝ごはんの、規則的な生活リズムを身につけましょう 

〇調理体験や菜園活動を通して、食の楽しさ、大切さを実感しましょう 

 

 

 

主な取組 

保育所（園）給食 

食材に触れる、自分で料理を作るなど、料理への関心を深めるための調理保育 

地産地消の食材を取り入れた学校給食 

主な取組 

在宅家庭の未就園児とその保護者を対象とした食育講座、親子でクッキング 

在宅家庭の未就園児とその保護者を対象とした体験保育（給食を提供） 

保育所入所（園）児童の保護者を対象とした給食試食会 

市民を対象に学校給食の取組を紹介した学校給食展 

学校児童生徒の保護者を対象とした給食試食会 

幼稚園児を対象に小学校の給食を体験する幼稚園給食体験 

児童生徒の家庭に配布する学校給食だより 
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３ 地域における食育の推進と食文化の継承  

 

≪５年後の姿≫ 
 

地域の様々な人や団体は、食育の活動を行い活躍しています。 

また、伝統的な食文化を守り、次世代へ伝えています。 

 

 

■ 現状と課題 

（地域における食育の推進） 

ライフスタイルの多様化や情報過多などの影響により、個人や家庭だけで正しい食

習慣を実践することは難しい状況にあるため、地域において、食育活動を行う個人や

団体と市との連携を強化し、互いの食育活動を推進する必要があります。 

（食文化の継承） 

四季折々の食材の豊かさを実感し、調理方法、味わい、器の美しさ、盛り付け、彩、 

おもてなしの心など、日本の伝統的な食文化は、世界に誇ることのできるものです。

しかし、近年、グローバル化、生活様式の多様化、地域のつながりの希薄化等によ 

り、これまで家庭や地域で継承されてきた「食の知恵」や「技」等の日本の食文化の 

特色が失われつつあります。そのため、食文化継承の担い手である、若い世代の興味・ 

関心を高めるための啓発活動が必要です。 

 

 

■ 取組の方向性と主な取組 

（１）地域と共に食育を推進します 

・市民の身近な場所で、誰もが気軽に参加できるよう、ライフステージに合わせた 

食に関する体験や講座等を開催する 

・様々なグループが開催する食育活動の定着化を推進する 

・これまで培ってきた豊かな経験や知識を生かして、高齢者の方々が、「次世代へ 

引き継ぐ支え手」＝「原動力」になっていただけるよう、様々な場面で役割を発 

揮できるよう支援する 

・正しい食習慣の実践に向け、栄養士、歯科衛生士、保健師等による地域での保健 

活動の中で、具体的な情報提供を行う 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

地域団体からの依頼に応じ、食育講座や料理教室等を行う地域版健康づくり

教室 

小学生を対象としたお菓子作り教室 

大学と連携した食育啓発活動を行う包括連携による取組 

市内で食育に取り組む団体を対象とした研修会・情報交換会 
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（２）食文化を継承します 

・西谷地区のちまきの食文化を継承する 

・行事食等に関する教室等の開催や調理体験・試食体験の機会を提供する 

・レシピ等の作成による情報提供を充実し、多様な食文化にふれあい、学び、味わ 

 う機会を作る 

主な取組 

西谷地区のちまきに関する講座や体験教室 

食文化（行事食）に関する食育パネル展示 

 

 

■ 具体的取組の中で推進する食育（市民の取組）（◎：成果を示す指標） 

◎家庭や地域で受け継がれてきた伝統料理（行事食等）を次世代や地域に伝えましょ 

 う 

◎食事のマナーを実践しましょう    

〇地域で開催される食育イベントや講座に参加しましょう 

〇行事食の由来について、話しましょう 

〇行事にあわせた食事を知り、楽しみましょう 

〇地域で食育活動を行える環境を整え、またその活動を支えましょう 
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４ 事業者における食育の推進  

 

≪５年後の姿≫ 
 

地消地産の意識が高まり、生産者と消費者の信頼関係が深まっています。 

 

■ 現状と課題 

農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化や後継者不足などにより、農業就業人

口が減少傾向となるなど、非常に厳しい状況となっています。 

そこで、市内で収穫された新鮮な農産物を食べる地産地消の推進や生産者と消費者

との交流、農業体験等を通じて、市民が「農」を身近に感じることができる取組が必

要です。 

さらに、事業者における食育活動として、食に関する消費者の関心及び理解を促進

するため、生産者や食品関連事業者（加工者、流通者、販売者等）による「安全・安

心に配慮した商品・情報」の提供や「食に関する多様な体験・活動」の機会を通し、

消費者との交流や情報提供を行い、相互の信頼関係を深めていく必要があります。 

 

 

■ 取組の方向性と主な取組 

（１）生産者と消費者の交流を推進します 

・地域農産物や特産物の販売を通じて、都市部在住者の宝塚産農産物等への愛着 

 感や安心感を高める 

・「西谷夢市場」等を活用し宝塚産農産物を通じて、都市と農村との相互交流を 

推進する 

・農に直接触れることを目的とした、収穫体験や農作業等の体験講座の開催 

・子どもが「農」に触れる機会を通して、自然の恵みや恩恵、生産者の苦労や努力 

を伝え、食への感謝の気持ちを育てる 

 

 

 

 

 

（２）地産地消を推進します 

・「地産地消」の取組を推進するため、市内でとれた野菜や畜産物、加工品などを 

学校給食・地元レストランなどへ提供する 

・南部地域での朝市の開催支援に努める 

・生産者は「食と自然の恵み」の大切さを伝える食育の事業や講習会を開催する    

主な取組 

西谷夢市場における宝塚産農産物の販売やイベント 

西谷収穫祭（西谷ふれあい夢プラザ周辺） 

農業体験ツアー 

北部地域の農業繁忙期に公募による市民が行う農家サポート 
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（３）食品関連事業者による食育推進活動を行います 

・地元の農産物を生かし、特産品や加工品等の開発を進める事業者に対して支援を行

い、地域資源の魅力を高める 

・生産者等が商工業者をはじめ、異業種の事業者と交流する機会を創出する 

 

 

 

 

■ 具体的取組の中で推進する食育（市民の取組） （◎：成果を示す指標） 

◎生産者や食品関連事業者による「食」に関する講習会やイベント等に参加しましょ 

 う 

◎「農」への理解を深め、宝塚産農産物を味わい、自然の恵み・恩恵に感謝しましょ 

う 

◎食の安全に関心を持ち、正しい理解や関心を深めましょう 

◎食品表示の記載を意識しましょう  

◎食品ロスを意識しましょう 

〇農業体験などを通して、お互いの顔が見え、話ができる関係をつくり、生産者との 

 交流を深めましょう 

〇食品の製造・加工・流通・販売を行う事業者は、食品の安全を確保し、適正な栄養 

成分表示などを行い、安定した供給体制づくりに努めましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

宝塚朝市（市役所横の武庫川河川敷） 

小中学校において生産者をゲストティーチャーに迎え、宝塚産農産物を教材

とした農業に関する授業や農業体験 

主な取組 

宝塚市の資源や特性を生かした新たな特産品・加工品開発の支援 
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５ 安全・安心な食の推進  

 

≪５年後の姿≫ 
 

食の安全・安心の必要性や重要性に関心を持ち、正しい情報や知識のもと、日

常生活を送っています。 

 

 

■ 現状と課題 

健全な食生活の実現にあたっては、食品の選び方や適切な調理・保管の方法等につ

いて、基礎的な知識を持ち、その知識を踏まえて行動していくことが重要です。 

しかし、現代の情報化社会においては、食に関する情報が氾濫しており、自らが正

しい情報を適切に見極め、活用することが難しい状況にあります。 

市民自らが、食の安全性を意識し、正しい情報や知識を習得し、食品を選択できる

よう、正確な情報を提供していくことが必要です。 

 

 

■ 取組の方向性と主な取組 

（１）情報提供・啓発の充実を図ります 

・食の安全・安心の確保のために、市民が正しい知識を学び、正しい食の選択がで 

 きるよう情報発信・啓発に努める 

  

 

 

（２）消費者の信頼性の確保に努めます 

・国や県、関係団体と連携し、食品の安全性や品質等に関する正しい情報を適切に 

 市民へ提供し、信頼性の確保に努める 

 

 

 

■ 具体的取組の中で推進する食育の内容（市民の取組） （◎：成果を示す指標） 

◎地産地消を意識しましょう 

◎食の安全に関心を持ち、正しい理解や関心を深めましょう 

◎食品表示の記載を意識しましょう  

◎食品ロスを意識しましょう 

〇「食」に関する講習会やイベント等に参加しましょう 

 

 

 

主な取組 

消費者出前講座における食の安全・安心に関する講座 

主な取組 

市のイベントにおける食品表示に関するチラシなどによる周知・啓発 
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６ 環境を意識した食生活の推進  

 

≪５年後の姿≫ 
 

買い物の際は商品ラベルを確認し、地産地消を心がけ、食材を無駄にせず大切

にする生活を送っています。 

 

 

■ 現状と課題      

（自然の恵みを意識した食べ物を大切にする食生活の推進） 

食べ物の成長は、空気・水・土などの自然環境に影響されます。子どもの頃から自

然と触れ合い、食べ物はどのように育つのか、収穫時期や旬などに興味を持ち、食べ

物本来の姿や味を楽しみ感じることが大切です。 

また、様々な食材が一年中手に入りますが、旬の食材は、他の時季よりおいしいだ 

けでなく、栄養価も高く、食べることで季節を感じることもできます。加えて、温室 

栽培などの必要がないことから、暖房等のエネルギーの削減につながります。 

このように、旬の食材を選ぶように心がけることは、健康と環境の両方において大

切です。 

（省エネルギーを意識した食生活の推進） 

日本の食料自給率は近年大きく低下の一途をたどり、カロリー（供給熱量）ベース

の食料自給率は、令和 2年度（2020年度）には 37％まで落ち込んでいます。 

大量の食品廃棄物は環境への負荷につながっており、持続可能な資源利用の推進に

向けて食品ロス削減に取り組む必要があります。 

また、食べ物の生産や流通、地産地消や調理に至るまでの過程において、省エネル

ギーを意識した食生活を送ることが重要です。 

 

 

■ 取組の方向性と主な取組 

（１）自然の恵みを意識した食べ物を大切にする食生活を推進します 

  ・自然環境の大切さを学ぶ環境講座や見学会を開催し、環境を守る行動を支援する 

  ・食べ物の大切さを子どもに伝える環境学習を実施する 

  ・食品ロス削減について理解や関心を高めるための教育や普及啓発に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

たからづかＥＣＯ講座における里山保全活動等の見学、体験 

小学生を対象とした、市民ボランティアによる環境学習 

食べ残しをしない、余分に買いすぎないなどの啓発 

下水道処理施設を見学し、水を汚さないなどの啓発 
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（２）省エネルギーを意識した食生活を推進します 

  ・食べ物は、生産から流通、調理にいたる各過程において大量のエネルギーを消費

していることを学ぶ講座を開催する 

 

 

 

■ 具体的取組の中で推進する食育の内容（市民の取組） （◎：成果を示す指標） 

◎必要な量の食品を購入し、食べる量だけ調理する、野菜は皮も利用するなど、食材

を無駄にせず、食品ロス削減を意識しましょう 

◎フード・マイレージや地産地消を意識して、食品の購入時は原産地を確認しましょ 

う 

◎食の安全に関心を持ち、正しい理解を深めましょう 

◎食品表示の記載を意識しましょう 

〇宝塚産農産物を味わい、自然の恵み・恩恵に感謝しましょう 

〇親子で楽しめる農業体験活動などに参加しましょう 

〇食べ物が良好な自然環境から成り立っていることを学びましょう 

〇里山再生など、自然環境の保全活動に積極的に参加しましょう 

〇私たちの生活が世界の食糧問題に影響を与えていることを理解し、できることから 

始めましょう 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

市民ボランティアによる講話でフード・マイレージ、地産地消、旬産旬消につ

いて学習し、エコクッキングで食材を無駄にしない、エネルギーを上手に使う

方法を体験 
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第５章 計画の推進に向けて                        
 

１ 取組の指標    

食育の推進にあたっては、県や市、食育関係団体をはじめ、多くの関係者の理解と

協力のもとに取組を進めることが大切です。そのためには、取組の成果を客観的に把

握することが有効です。 

  そこで、食育を推進するにあたってふさわしい項目と指標（P20～21参照）を設定

し、５年後を目途にした目標値を定め、その達成を目指して、施策の方向に沿った取

組を進めていきます。 

   

 

 

２ 推進体制  

  本市の食育の推進は、「市民」が主役です。 

「市民」を主体として、「健康」「教育」「農業」「産業」「環境」等、幅広い分野に 

わたる「食育」について、食にかかわる関係者や関係団体が連携・協働で進めるとと 

もに、宝塚市食育推進会議を中心に、食に関する市民の様々な意見を把握・反映させ

ることで、市民と一体となった食育の推進に努めます。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等 

幼稚園 

保育所（園）・学校園

地域団体 

医療関係団体 

事業者 生産者 

行政 

宝塚市食育推進会議 

計画策定・推進・評価・見直し 
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３ 新しい生活様式での食育推進 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新しい生活様式やデジタル化に対応し

た食育推進が求められています。 

 そこで、具体的な施策を展開していくにあたっては、デジタル技術を有効活用し、

オンラインによる講座を開催するなど、自宅や家庭で知識の習得や参加ができる手法

を検討していきます。 

  また、デジタル化に対応することが困難な高齢者等に配慮した啓発にも取り組みま

す。 

 

 

４ 食育推進を目指したネットワークの強化 

市や教育機関だけでなく、食にかかわる関係団体等が様々な食育活動を行い、食 

育推進の土壌が築かれつつあります。 

今後さらに食育を推進するため、第３次たからづか食育推進計画の理念を理解し 

た上で、様々な分野で食育活動に取り組む関係者や関係団体が情報を共有しつながり

を深めることができるよう、ネットワークを強化し、協働・連携しながら食育の普及・

啓発に取り組んでいきます。 

     

 

５ 計画の進行管理 

本計画を効果的に推進するため、この計画書に盛り込まれた各事業等の推進状況 

を、毎年度「宝塚市食育推進会議」に報告し意見を求め、次年度の事業へ反映します。 
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【参考資料】                             

 

資料１ 計画の策定体制   

 

 第 3 次たからづか食育推進計画は、市の関係課で組織する第 3 次たからづか食育推

進計画策定検討会及び作業部会で作成した素案をもとに、知識経験者や関係団体の代表

などからなる、宝塚市食育推進会議により具体的な審議をいただき、策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（庁内）  

宝塚市食育推進会議 

（知識経験者・関係団体・市民公募委員・関係行政機関） 

第 3次たからづか食育推進計画策定検討会 

（関係室長・課長） 

調整担当 

（関係課長） 

作業部会 

（関係課担当者） 
調整 

パブリック・ 

コメント 

アンケート 

調査 
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資料２ 宝塚市食育推進会議 

 

１ 開催状況  

年 度  年 月 日 内     容 

令和 3年度 

第 1回 
    ※1 

令和 3年 9月 6日（月） 

     ～ 9月 13日（月） 

第 3次たからづか食育推進計画 

素案について 

第 2回 
    ※2 

【諮問】 

令和 4年 3月 22日（火） 

第 3次たからづか食育推進計画 

素案について 

令和 4年度 

第 1回 
    ※2 

令和 4年 5月 19日（木） 
第 3次たからづか食育推進計画 

素案について 

第 2回 
    ※2 

令和 4年 8月 23日（火） 
第 3次たからづか食育推進計画 

素案について 

第 3回 
※2 

令和 4年 11月 1日（火） 
第 3次たからづか食育推進計画 

素案について 
 

『パブリック・コメント』 
 

令和 4年（2022年）12月 12日（月）から 

令和 5年（2023年） 1月 13日（金）まで 
 

第 4回 
   ※2 

【答申】 

令和 5年 月  日（ ） 

第 3次たからづか食育推進計画 

素案について 

      

※1：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面会議にて開催 

  ※2：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、対面会議と Web会議を併用した 

方式にて開催 
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２ 宝塚市食育推進会議委員名簿         （敬称略・順不同） 

 

 氏  名 団  体  名  等 備 考 

知 

識 

経 

験 

者 

佐々木 裕子 甲子園大学 会長 

伊藤 裕美 神戸学院大学 
令和４年(2022年) 

７月２８日まで  

松岡 大介 甲子園大学 
令和４年(2022年) 

７月２９日から 

八幡 倫代 一般社団法人宝塚市医師会  

安藤 ゲン 一般社団法人宝塚市歯科医師会  

細川 美由紀 宝塚栄養士会  

市 

長 

が 

適 

当 

と 

認 

め 

る 

者 

岡橋 禮子 宝塚いずみ会  

須藤 実枝 

宝塚市自治会連合会 

令和４年(2022年) 

７月２８日まで 

田中 保子 
令和４年(2022年) 

７月２９日から 

前田 裕保 
生活協同組合コープこうべ 

（宝塚商工会議所 議員） 
 

藤永 実枝子 特定非営利活動法人消費者協会宝塚 副会長 

日野尾 康行 兵庫六甲農業協同組合  

中西 崇介 JA兵庫六甲農業青年会議宝塚支部  

酒井 富美子 
NPO法人 C・キッズ・ネットワーク 

（環境都市宝塚推進市民会議） 
 

石井 宏尚 宝塚市ＰＴＡ協議会  

島本 みどり 宝塚食品衛生協会 
令和４年(2022年) 

７月２８日まで 

福永 正夫 農産物加工グループ にしたに村 
令和４年(2022年) 

７月２８日まで 

公 

募 

に 

よ 

る 

市 

民 

村上 欣  
令和４年(2022年) 

７月２８日まで 

渡邊 信康  
令和４年(2022年) 

７月２８日まで 

植村 裕行  
令和４年(2022年) 

７月２８日まで 

伊丹 晴子  
令和４年(2022年) 

７月２９日から 

林 真理  
令和４年(2022年) 

７月２９日から 

今下 孝晴  
令和４年(2022年) 

７月２９日から 

行政

機関 
朝野 京子 兵庫県阪神北県民局宝塚健康福祉事務所  
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資料３ 食育基本法 前文 

 

二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培

い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての

国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにす

ることが大切である。 
 

 子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よ

りも「食」が重要である。 

 今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎とな

るべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」

を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推

進することが求められている。 
  

もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する

食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心

と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。 

 一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、

毎日の「食」の大切さを忘れがちである。 
 

 国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、

過度の痩(そう)身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の

海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾(はん)濫する中

で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」

のあり方を学ぶことが求められている。 

 また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様

性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。 
  

こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、

健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を

進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、

豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに

食料自給率の向上に寄与することが期待されている。 

 国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる

人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に

基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全

な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運

動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。 
  

さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関し

て国際的に貢献することにつながることも期待される。 

 ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共

団体及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法

律を制定する。 
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資料４ 食育基本法の概要 

 

１ 目的 

国民が健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ食育を推進するため、施策を総

合的かつ計画的に推進すること等を目的とする。 

 

２ 関係者の責務 

(1)食育の推進について、国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業関係者、食品関連

事業者、 

国民等の責務を定める。 

(2)政府は、毎年、食育の推進に関して講じた施策に関し、国会に報告書を提出する。 

 

３ 食育推進基本計画の作成 

(1)食育推進会議は、以下の事項について食育推進基本計画を作成する。 

①食育の推進に関する施策についての基本的な方針 

②食育の推進の目標に関する事項 

③国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項 

④その他必要な事項 

(2)都道府県は都道府県食育推進計画、市町村は市町村食育推進計画を作成するよう努

める。 

 

４ 基本的施策 

①家庭における食育の推進 

②学校、保育所等における食育の推進 

③地域における食生活の改善のための取組の推進 

④食育推進運動の展開 

⑤生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等 

⑥食文化の継承のための活動への支援等 

⑦食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交

流の推進 

 

５ 食育推進会議 

(1)内閣府に食育推進会議を置き、会長（内閣総理大臣）及び委員（食育担当大臣、関

係大臣、有識者）２５名以内で組織する。 

(2)都道府県に都道府県食育推進会議、市町村に市町村食育推進会議を置くことができ

る。 
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資料５ 宝塚市食育推進会議条例   

 

（設置） 

第１条 食育基本法（平成１７年法律第６３号。以下「法」という。）第３３条第１項の

規定に基づき、宝塚市食育推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 宝塚市食育推進計画の作成及びその実施の推進に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項及び食育の推進に関す

る施策の実施の推進に関すること。 

 （組織） 

第３条 推進会議は、委員１９人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 知識経験者 ５人 

(２) 食育の推進に関係する団体の代表者 １０人以内 

(３) 公募による市民 ３人 

(４) 関係行政機関の職員 １人 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長） 

第５条 推進会議に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員

がその職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 推進会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

（意見又は説明の聴取） 

第７条 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推

進会議に諮り、これを定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （招集の特例） 

２ この条例の施行の日以後最初に開かれる推進会議は、第６条第１項の規定にかかわ

らず、市長が招集する。 
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資料６ 第 3次たからづか食育推進計画策定検討会設置要綱  

 

(設置) 

第１条  食育基本法(平成１７年法律第６３号) 第１８条第１項に規定する市町村食 

 育推進計画である第 3次たからづか食育推進計画(以下「第３次計画」という。)を策 

定するため、第 3次たからづか食育推進計画策定検討会(以下「策定検討会」という。) 

を設置する。 

(所掌事務) 

第２条  策定検討会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）第２次たからづか食育推進計画の評価に関すること。 

（２）第３次計画の策定に関すること。 

(組織) 

第３条  策定検討会は、別表１に掲げる委員をもって組織する。 

２ 会長は、健康福祉部健康推進室長をもって充てる。 

３ 会長は、策定検討会を代表し、会議の議長となる。 

４ 会長は、会長に事故があるとき、その職務を代行するため、委員の中から副会長を

指名することができる。 

(会議) 

第４条 会議は、会長が必要に応じて招集する。 

２ 会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その者の意

見を聴くことができる。  

(作業部会及び調整担当)  

第５条  会長が指定した事項を検討するため、策定検討会に作業部会を置くとともに、 

作業部会を調整するため、調整担当を置く。 

２ 作業部会及び調整担当は、別表２及び別表３に掲げる者で構成する。 

（設置期間）  

第６条 策定検討会は、第３次計画の策定をもって解散するものとする。 

(庶務) 

第７条 策定検討会の庶務は、健康福祉部健康推進課で行う。 

(委任) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定検討会の運営に関し必要な事項は、会長が 

別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年７月１９日から施行する。 
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別表１(第３条関係)  

所   属 委    員 

子ども未来部 子ども育成室長 

子ども家庭支援センター所長 

保育企画課長 

環境部 環境室長 

環境政策課長 

産業文化部 産業振興室長 

商工勤労課長 

農政課長 

消費生活センター所長 

教育委員会 管理部 管理室長         

学事給食課長 

       学校教育部 学校教育室長 

学校教育課長 

幼児教育センター室長 

       社会教育部 生涯学習室長 

社会教育課長 

健康福祉部      健康推進室長       

健康推進課長 

                 

 

 

 

別表２(第５条関係) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３(第５条関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども家庭支援センター、保育企画課、環境政策課、 

商工勤労課、農政課、消費生活センター、学校給食課、 

学校教育課、幼児教育センター、社会教育課、 

健康推進課の担当職員 

子ども家庭支援センター所長、環境政策課長、農政課長、 

消費生活センター所長、学校教育課長、健康推進課長 
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※用語説明 （パブリック・コメント実施後は、脚注に入れる予定です） 

 

用  語 説       明 
掲載 

ページ 

新
あたら

しい生活
せいかつ

様式
ようしき

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、飛沫感染や接触感染、近

距離での会話への対策について、日常生活に持続的に定着させる暮ら

し方のこと。 

個人では、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いを行うとともに、

日常生活では、3密（密閉・密集・密接）の回避を行うこと、働き方で

は、テレワークやオンラインの活用等が実践例として掲げられている。 

1 

ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

 

(持続
じぞく

可能
かのう

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

) 

2015年 9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能な世

界の実現を目指す国際目標のことで、17の目標と 169のターゲットか

ら構成されている。 

第 6次宝塚市総合計画において、まちづくりの方向性は、SDGsの理念

と重なるものであり、その推進は SDGsの推進にも資することから、総

合計画と SDGsとを一体的に推進することとしている。 

1 

学校
がっこう

園
えん

 幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校をまとめて表す言葉。 1 

経済的
けいざいてき

困窮
こんきゅう

による

食
しょく

の支援
し え ん

 

子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることのない社会

を目指し、子どもの貧困対策計画（宝塚市次世代育成支援行動計画に

含む）において、（1）教育の支援（2）生活の支援（3）保護者に対する

就労の支援（4）経済的支援を重点化すべき施策として、その充実を図

ることとしており、これらを通じて食の支援を行う。 

22 

高齢化
こうれいか

率
りつ

 総人口に占める 65歳以上人口の割合。 5 

里山
さとやま

 特有の生物の生息・生育環境として、また食料や木材など自然資源の

供給、良好な景観、文化の伝承の観点からも重要な地域。 

原生的な自然と都市の中間に位置し、かつては薪や炭にするための樹

木の伐採、落葉の採取などを通じて、地域住民に継続的に利用されて

きたが、近年人の手が入らなくなったことによる荒廃が問題となって

いる。  

33 

主食
しゅしょく

・主菜
しゅさい

・副菜
ふくさい

 主食：主に、炭水化物の供給源である、ごはん、パン、麺等を主材料と 

する料理のこと。体のエネルギーとなる。 

主菜：主に、たんぱく質や脂肪の供給源となる、肉、魚、卵、大豆製品 

等を主材料とする料理のこと。体の筋肉や血液を作る。 

副菜：主に、ビタミン、ミネラル、食物繊維の供給源となる、野菜、き 

のこ、海藻等を主材料とする料理のこと。体の調子を整える。 

 

主食、主菜、副菜の組み合わせを意識することで、栄養面だけでなく、

見た目の彩りが良くなることで、食欲増進につながる。 

20 

旬
しゅん

産
さん

旬
しゅん

消
しょう

 旬の生産物を旬である出盛りの時期に消費すること。 16 

食品
しょくひん

ロス まだ食べられるのに廃棄される食品のこと。 1 

生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

病
びょう

 食生活や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、発症や進行に大き

く関与する慢性の病気の総称。心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性

疾患などを指す。 

1 



46 

 

生産
せいさん

年齢
ねんれい

人口
じんこう

 年齢別人口のうち、労働力の中核をなす 15歳以上 65歳未満の人口層。 5 

地産
ちさん

地消
ちしょう

 地域生産、地域消費の略で、地域でとれた生産物を地域で消費するこ

と。 

14 

低
てい

栄養
えいよう

 健康的に生きるために必要な量の栄養素が不足している状態。 

一般に高齢になると食事量が少なく食事に偏りが生じやすくなり、こ

のような食生活が長く続くと、たんぱく質やエネルギーの不足につな

がる。低栄養は、フレイル（加齢とともに心身の活力、社会的つながり

が弱くなった状態）と関係が強く、ともに予防が大切である。 

1 

西谷
にしたに

夢
ゆめ

市場
いちば

 

（農業
のうぎょう

振興
しんこう

施設
しせつ

） 

農産物等を通じて都市と農村の交流を促進するとともに、農業の振興

と地域の活性化を図るために開設された。宝塚ねぎ、黒大豆枝豆等を

はじめとする市内の旬の特産野菜や新鮮な農産物、加工品を多数取り

揃えている。 

11 

年少
ねんしょう

人口
じんこう

 年齢別人口のうち、0歳以上 15歳未満の人口層。 5 

ＢＭＩ WHO（世界保健機関）で定めた肥満判定の国際基準で、Body Mass 

Indexの略 

体重と身長の関係から算出される、人の肥満度を表す体格指数   

体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）で求める。 

 （低体重：BMI＜18.5 肥満：BMI≧25） 

8 

フード・マイレー

ジ 

食品のとれた（生産された ）場所から食べる場所まで運ばれる距離。

食品の重量×輸送距離で算出する。フード・マイレージが高いほど食

料の輸送により排出される二酸化炭素の量が多く、環境への負荷が大

きい。 

34 

ローリングストッ

ク法
ほう

 

（ローリング：回転すること）＋（ストック：蓄えること）＝回転しな

がら蓄えること 

定期的（1か月に 1～2度くらい）に食べて、食べた分を買い足す行為

を繰り返しながら常に新しい非常食を備蓄する方法。 

この方法は、食べながら備えるため、消費期限が短いレトルト食品等

も非常食として扱うことが可能。消費期限が過ぎて廃棄することを防

止できる。 

24 
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